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第１号議案 協議運賃へのポイント付与について 

 

１．提案理由 

IC カード支払におけるポイント還元を行う場合は、運輸局に割引運賃の届出

を提出する必要がある。 

株式会社中国バスが実施している ICOCA での支払いによるポイント還元を協

議運賃で運行する路線に適用するため、運賃協議会を開催する。 

運賃協議会の議決後、運輸局に割引運賃の届出を行う。 

 

２．対象路線 

 ・ぐるっとバス右回り・左回り（市街地循環バス） 

・土生栗柄線 

・南宮台団地線 

 

３. １人１乗車の運賃 

ぐるっとバス右回り・左回り 

大人 １５０円 

子供（６歳以上１２歳以下） ８０円 

各種手帳所有者 ※ ８０円 

幼児（未就学児）２ 大人１人につき１人無料 ２人目からは８０円 

※ 身体障がい、療育、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方 

 

土生栗柄線・南宮台団地線 

大人 ２００円 

子供（６歳以上１２歳以下） １００円 

各種手帳所有者 ※ １００円 

幼児（未就学児） 大人１人につき 1人無料 ２人目からは１００円 

※ 身体障がい、療育、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方 

 



４. ポイント付与 

ポイント付与は、月間 SF 利用額（１カ月間に ICOCA で支払った運賃）の合

計が 3,000 円を超えた部分に対し、3％の WESTER ポイントを利用月の翌月末

頃付与する。 

 

５．住民、利用者その他利害関係者の意見を反映するための措置について 

令和７年８月１日（金）から令和７年９月１日（月）にかけて、府中市ホー

ムページにて協議運賃へのポイント付与について意見の募集を行った。 

 

意見の提出 ０件 

 

 



資料１



資料１



資料１



資料１


	04.　資料（路線図＆時刻表）.pdfから挿入したしおり
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4


